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放置艇対策の進捗状況と今後の課題
■H25 推進計画等において示された施策 ■当該計画期間の対策等

今後の課題進捗状況（隻数等（H26）→（R4））内 容施 策

❶地域の実情等を踏まえた
係留・保管能力の更なる向
上

・全体としては港湾区域内の
確認艇8.0万隻に対して、マ
リーナ等施設の収容能力は
5.8万隻、マリーナ等以外施
設の収容能力（許可艇＋放
置艇）は2.4万隻、合計で
8.2万隻分が確保されてお
り、全国の数字だけをみれ
ば充足している状況。

・一方で、地域によっては十
分な係留・保管能力を確保
できておらず、所有者は出
来るだけ所在地に近い場所
に係留したいという意向が
働くことから、需要と供給に
ミスマッチが生じているケー
スがある。

・係留・保管能力の向上に当
たっては、地域の実情等に
応じて目標を設定する必要
があるのではないか。

【ﾏﾘｰﾅ等施設収容能力】
6.0万隻→5.8万隻
【ﾏﾘｰﾅ等施設収容余力】
2.05万隻→2.10万隻
⇒ﾏﾘｰﾅ等施設の収容能力は
減少

民間運営ノウハウ等の積極的な
活用による適正な料金設定、利
用者への提供サービスの向上、
既存施設の空きスペースの活用

（１）既存
施設の収
容余力の
活用

１
．
係
留
・保
管
能
力
の
向
上

【ﾏﾘｰﾅ等以外施設数】
1.4千箇所→2.0千箇所
【ﾏﾘｰﾅ等以外施設収容能力】
1.9万隻→2.4万隻
⇒既存水域の有効活用が進
み保管能力が向上

小型船舶用泊地や暫定係留施
設など既存水域の有効活用によ
る恒久的又は暫定的な係留・保
管場所の確保

民間事業者の管理運営による利
用しやすい価格・立地の保管場
所の拡充

（２）既存
水域の有
効活用

【ﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ等施設】
（公共ﾏﾘｰﾅ）70箇所→75箇所
（ﾎﾞｰﾄﾊﾟｰｸ）41箇所→51箇所
（PBS）33箇所→37箇所
（出典）数字で見る港湾

⇒19施設を新規整備

新たな係留・保管施設が必要と
なる場合、民間資金や交付金等
の積極活用によるボートパーク
等の効果的な整備の推進

（３）係留・
保管施設
の整備

【ﾏﾘｰﾅ等施設陸上保管能力】
2.80万隻→2.71万隻
【陸上保管許可艇隻数】
2.0万隻→1.8万隻
⇒陸上における収容能力は減
少

既存施設内の陸上空きスペース
や水際線にアクセスしやすい低
未利用地等の積極的な活用

水域管理上の支障がない範囲に
おいて水域管理者と 調整の上、
民間事業者による斜路等の整備

（４）陸上
保管の促
進
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今後の課題進捗状況（隻数等（H26）→（R4））内 容施 策

❷地域の実情等を踏まえた水域
の適正な管理の推進

・放置艇の存在により水域の適
正な管理に支障がある場合に
は、放置等禁止区域を指定し適
正な管理に努めてきたところ。
全国の港湾区域に設定される
放置等禁止区域は増加傾向に
ある。

・また、一部の都道府県では、プ
レジャーボートを水域に係留・
保管する場所を水域管理者に
届け出ることを義務付ける制度
を設けるところもある。
・引き続き、地域における係留・
保管能力の状況を十分に踏ま
えながら、放置等禁止区域を設
定するなど実効性のある規制
により水域の適正な管理に努
める必要があるのではないか。

【放置等禁止区域指定】
234港→293港
（出典）港湾局調べ

⇒禁止区域の指定拡大

放置艇の移転・収容のため
の受け皿となる 係留・保管施
設の状況を踏まえつつ放置
等禁止区域を指定

未指定区域かつ放置艇の存
在が水域・施設等の適正な
管理 に支障を及ぼす恐れの
ある水域は、代替地の確保と
あわせて重点的に指定

（１）放置
等禁止区
域等の指
定拡充

２
．
効
果
的
な
規
制
措
置
の
実
施 【独自の登録制度の導入】

広島県、岡山県

⇒一部管理者が「保管場所確
保の義務づけ」を先行的に導
入（※港湾区域以外も含む）

係留・保管能力の向上をはじ
めとする環境整備の推進や、
義務化に伴う行政コストの増
加や法令違反等のモラルハ
ザード誘発の懸念といった
様々な課題への対応等を踏
まえたうえで、早期に実効性
のある制度を構築

（２）保管
場所確保
の義務化

放置艇対策の進捗状況と今後の課題
■H25 推進計画等において示された施策 ■当該計画期間の対策等
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今後の課題進捗状況（隻数等（H26）→（R4））内 容施 策

❸放置艇の撤去・処分における
水域管理者の負担軽減

・簡易代執行、行政代執行の実
施について、これまでに実施し
た管理者のうち多くが効果が
あったと一定の評価を得たが、
一方で、撤去・処理費用の回収
の難しさや撤去費用不足、撤去
物件の引取拒否、手続きの煩
雑さを課題として指摘する意見
が多くみられた。
・水域管理者の負担を軽減する
工夫が必要ではないか。

【簡易代執行、行政代執行】

・放置艇対策を目的とするＪＣＩ
からの船舶情報の提供が無償
に（※港湾区域以外も含む）

・大分県では令和3年150隻、令
和4年20隻の撤去処分実施
（※港湾区域以外も含む）

⇒所有者の特定は比較的しや
すくなったが、代執行等の撤去
処分は、費用の問題や手続き
の煩雑さなどにより、多くの隻
数を対象にすることが難しい状
況にある

プレジャーボートの所有者
特定を徹底

水域管理者により監督処
分の行政代執行・簡易代執
行を実施

警察機関と連携・協力した
放置艇対策の円滑かつ効
果的な実施（必要に応じて）

（１）監督
処分の実
施

３
．
沈
廃
船
等
の
撤
去
・処
分
、
適
正
処
理

❹リサイクルシステムの更なる周
知とサービスの拡充

・同システムの周知拡大と併せ、
システム利用者を増やすため
の工夫が必要ではないか。

【ＦＲＰ船リサイクルシステム】
435隻（H26）→497隻（R3）
（※港湾区域以外も含む）
（出典）一般社団法人日本マリン事業協会

⇒リサイクルシステムの処分隻
数は年間500隻前後で推移
⇒産業廃棄物としての処分隻数
がシステム利用隻数を上回る

⇒リサイクル価格は定期的に改
定、燃料費高騰による運送費用
増加等により上昇傾向

ＦＲＰ船リサイクルシステム
の運用における回収時期
及び場所の拡大、処理費
用の割引制度などサービス
の拡充

（２）ＦＲＰ
船リサイ
クルシス
テムの活
用

放置艇対策の進捗状況と今後の課題
■H25 推進計画等において示された施策 ■当該計画期間の対策等
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今後の課題進捗状況内 容施 策

❺所有者責任等の醸成による実
効性の確保

・罰則規定の創設やその周知、パ
トロールの実施など所有者責任
の醸成のための意識啓発が一定
程度進んでいることが伺える。
・放置艇の抑止効果を期待する罰
則規定については、現状を把握し、
実効性について確認する必要が
あるのではないか。

【条例等の制定・
普及啓発活動の推進】
（※港湾区域以外も含む）

・管理者アンケートにおいて19管
理者中5管理者（H25以前を含
めると9管理者）が関係者の責
務等を明記したプレジャーボー
ト保管条例や対策の基本方針
を策定

・所有者の責務や罰則規定を明
記した啓発チラシを作成

⇒放置艇対策を重要な地域課
題として捉え、関係者の理解
や協力を要請する取組が進
展

⇒所有者等の意識啓発を図る
活動が増える

・管理者だけでなく、漁業関係者
や自治会、海保などが協力し
て各水域のパトロールを実施

⇒複数の管理者で取組実績あ
り

放置防止キャンペーン等の
活動を通じたプレジャーボー
ト所有者に対する 放置艇の
罰則規定等に関する周知

既存水域の係留・保管場所
への活用等において、マ リ
ン関係団体等の民間事業者
による保管施設整備や管理
運営への参画やマリンレ
ジャーを通じた海洋教育の
普及活動などの推進

４．所有者
等における
責務等の
遂行

❻各水域の管理者が連携した放
置艇対策の実効性の確保

・同一都道府県内の水域間で放置
艇数が大幅に増減したケースが
ある。また、湾域などでは都道府
県を跨ぐ移動を危惧する声もある。
・放置艇対策を講じても放置艇が
近隣の別の水域に移動するだけ
では十分な対策を講じたと言えず、
水域管理者が連携して水域管理
者間、都道府県間の放置艇の移
動の状況を確認しつつ、実効性
のある対策を検討する必要があ
るのではないか。

港湾、河川、漁港といった水
域別に限定することなく、放
置艇対策を地域全体の共通
課題として捉える

各水域管理者、地元自治体、
地域住民、 マリン関係団体、
利用者等の地域の関係者
が連携 ・協力して、プレ
ジャーボートを適正に収容
するための計画策定や実施
にかかる調整等を行うため
の協議会等の検討体制を設
置

５．関係者
間の連携
推進

放置艇対策の進捗状況と今後の課題
■H25 推進計画等において示された施策 ■当該計画期間の対策等
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石巻市南浜マリーナ（石巻市） 笠神プレジャーボートスポット（宮城県）中の島プレジャーボートスポット（宮城県） 5

❶地域の実情等を踏まえた係留・保管能力の更なる向上

公共マリーナ、ボートパーク、PBSの施設数は、平成26年度から令和4年度の間で19施設
増加し、特にボートパークが10施設と最も多く増えている。一方で、平成29年以降は1年
に1～2施設の増加に留まっている。

マリーナ等施設の収容能力は平成26年度から令和4年度の間で大きな変化は見られず、
内訳をみると、民間マリーナの能力が減少し、公共マリーナ等の能力が増加している。

■公共マリーナ、ボートパーク、PBS施設数 ■マリーナ等施設収容能力
（単位：千隻）

（出典）数字で見る港湾

■近年の新規整備施設
（出典）プレジャーボート全国実態調査結果

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。
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6
※マリーナ等施設内の放置艇は、全て「施設内支障なし」とした。
※マリーナ等施設以外の放置艇は、アンケート結果より「支障のない船舶」と回答した隻数を「施設外支障なし」、それ以外を「支障あり」とした。

■港湾区域内の放置艇内訳

❶地域の実情等を踏まえた係留・保管能力の更なる向上

■都道府県別港湾区域内の放置艇の支障の有無

マリーナ等以外施設の収容能力は平成26年から令和4年までの間で約5千隻（約26％）増
加している。小型船舶用泊地の指定や暫定係留施設の設置等により、地域によってはマ
リーナ等以外施設をはじめ、放置艇の収容が可能な係留施設が充足する状況にある。

また、放置艇が確認された水域等のうち約６割が、船舶の係留・保管に支障がなく、係留
保管施設として活用する余地のある水域等であることが確認できた。

■マリーナ等以外
施設数

■マリーナ等以外
施設収容能力

（単位：千隻）（単位：千箇所）

（出典）令和4年度プレジャーボート全国実態調査結果

（出典）プレジャーボート全国実態調査結果

※四捨五入により合計値と一致しない場合がある。
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7

重点適正化区域内においてプレジャーボートを放置し、よって
災害時における船舶による避難又は応急措置の実施に必要
な物資の輸送を妨げた者は、三十万円以下の罰金に処する。

適正化区域内の水面域（係留保管施設等が占める水面域を
除く。）を係留保管場所として使用した者は、五万円以下の過
料に処する。

千葉県プレジャーボートの係留保管の適正化に関する条例

プレジャーボート条例に記載された罰則（千葉県）

❷地域の実情等を踏まえた水域の適正な管理の推進

多くの管理者が放置等禁止区域を指定、指定港湾数は平成26年から令和4年までの間で
234港から293港へ増加した。

プレジャーボート保管条例により、独自に重点適正化区域等を指定し罰則を設ける例も
あり、これらは放置艇の削減に効果があった対策として一定の評価を得ている。

保管場所確保の義務化に向けた取り組みとして、広島県など一部管理者では独自に船
舶の届出の運用（電子申請システム）を開始し、対策強化に取り組んでいる。

■罰則規定の明記・周知 （※港湾区域以外も含む）

■放置等禁止区域指定港湾数推移

（出典）数字で見る港湾

■電子申請システムによる手続きの流れ

■広島県の係留保管施設に係る届出の電子化の例
（※港湾区域以外も含む）

（出典）広島県電子申請システムによるプレジャーボート係留保管施設等届出画面
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ス．代執行手続きの煩雑さ N＝19

【国土交通省による情報提供の仕組み】

国土交通省は、不法係留船対策を実施する地方公共団体
に対して、必要な範囲で登録事項に係る情報を提供する仕
組みを構築し、令和元年５月より情報提供を開始した。

なお、この仕組みに基づく提供情報は、登録事項証明書で
はないので注意が必要。申請等の手続きは以下のとおり。

申請の時期は、5月、8月、11月、2月の各月末の2週間

照会項目は、「船舶番号」又は「船体識別番号」のみ

申請は、定められた申請様式を用いて、「船舶番号」又
は「船体識別番号」を一覧表の形で記載する

（注） この仕組みによる登録情報は、不法係留船対策を
実施する地方公共団体のみに提供

❸放置艇の撤去・処分における水域管理者の負担軽減

8

放置艇所有者の特定に向けては、海事局より、JCI（小型船舶検査機構）が所有する船舶
情報の提供並びに無償化によって、同制度を利用する管理者が増えている。

本制度の利用にあたっては、提供データがデジタル化されていない（紙）。また、JCIに登
録された所在地が実際の所在地と異なる場合は、JCIの登録情報の照会だけでは所有者
が特定できないといった状況がある。

簡易代執行・行政代執行の実施について、これまでに実施した管理者のうち多くが効果
があったと一定の評価を得たが、一方で、撤去・処理費用の回収の難しさや撤去費用不
足、撤去物件の引取拒否、手続きの煩雑さを課題として指摘する意見が多くみられた。

■規制措置に関しての課題 （19管理者、複数回答）
■JCIへの船舶登録事項に係る情報提供申請方法

（※港湾区域以外も含む）

（出典）令和3年度管理者アンケート調査結果



9

例）キャビンボート8～9mの場合
リサイクル料金 17万5千円
運搬料金例 5万2千円
その他料金例
（諸費用、上下架、保管費用等） 5万円
合計 約20～30万円

■FRP船リサイクル料金・運搬料金

（出典）一般社団法人日本マリン事業協会

■FRP船リサイクルシステムの流れ

❹リサイクルシステムの更なる周知とサービスの拡充

FRPリサイクルシステムによる船舶処理は、平成26年以降年間500隻前後で推移している。
排出者別にみると、回収廃船（放置艇）の隻数が減少傾向である。

管理者からは、リサイクルシステムの活用に際し、処理場所が集中し処理場所から遠い
地域での利用が進まない、撤去費用が不足しているなどの課題が指摘されている。

■リサイクルシステム排出者別受付隻数
（※港湾区域以外も含む）

（出典）一般社団法人日本マリン事業協会



県民等の放置艇対策への理解と協力を得るための所有者の責務や罰則規定を明記した
チラシ配布や、関係者が連携し対策等を検討、共有するための協議の場の設置、パト
ロールの実施など、今後期待する対策として複数の管理者より支持を得ている。

海保との連携により悪質な行為に対し取り締まりを強化することは抑止効果が期待でき
るが、一方で、放置等軽微な違反であれば、多少の罰金を支払えば済んでしまうという問
題もある。

■関係者連携による協議会・パトロール等実施例

行政関係者等で組織した協議会を中心に、パト
ロールやビラ貼り等の活動

新潟県

合同パトロール、文書・電話による撤去指導熊本県

漁協関係者、海保、自治会、市町村で構成する
協議会で取組を合意し、利用者説明会開催

大分県

放置艇対策協議会開催、行政機関、警察、海上
保安部等との情報共有、合同パトロールの実施

長崎県

❺所有者責任等の醸成による実効性の確保

26%（5）
32%（6）

11%（2）
37%（7）
37%（7）

16%（3）
47%（9）

11%（2）
11%（2）

5%（1）
11%（2）

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ア．新規係留施設の整備
イ．係留区域の拡大

ウ．民間マリーナへの受入等の働きかけ
エ．放置等禁止区域の設定

オ．行政代執行・簡易代執行の実施

カ．保管料の減免、段階的適用等の措置
キ．罰則規定の適用

ク．海上保安部・警察等による取締り
ケ．廃船処理システムの利用促進、改善

コ．放置艇受入促進等の民間活力の導入
サ．その他

無回答

① 保
管

N＝19

①保管能力
の向上

②規制措置
の適用

③その他

■今後期待する対策・対応（19管理者、複数回答）

■海保との連携による取締り事例

10（出典）令和3年度管理者アンケート調査結果

【青森県八戸港（平成19年）】

○八戸海上保安部と青森県は、八戸港沼館地区に船

舶を不法係留していた八戸市や階上町の会社員など

23名を港湾法違反の疑いで取り調べ。

○不法係留の現場は、係留施設以外の場所に乗り降

りのためのはしごなどが設置され、乱暴に係留された

プレジャーボートなどの放置船舶が数年前から確認さ

れていた。

○放置された船舶は、取り締まりにより、付近のボート

パークに移動されたり、解体処分がなされ一掃された。



港湾単独

区域

0.9（39%）

港湾単独

区域

1.1（58%）

河川単独

1.1（51%）
河川単独

0.6（33%）

漁港単独 0.1（7%）

漁港単独 0.1（6%）

漁港河川重複区域 0.1（3%）

漁港河川重複区域

0.1（3%）

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

令和30年度 令和4年度

（単位：千隻）

1.9千隻

2.2千隻
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B港Ｃ地区の放置艇の状況

■B港Ｃ地区放置艇推移

＜A県の放置艇数の推移＞

ＣＹ ＤＹ Ｍ大 Ｍ小 計 ＣＹ ＤＹ Ｍ大 Ｍ小 計 ＣＹ ＤＹ Ｍ大 Ｍ小 計
放置艇 7 0 3 116 126 3 5 0 133 141 -4 5 -3 17 15
沈船 0 0 0 1 1 0 0 2 44 46 0 0 2 43 45
廃船 0 0 0 4 4 0 0 2 153 155 0 0 2 149 151
合計 7 0 3 121 131 3 5 4 330 342 -4 5 1 209 211

平成30年度 令和4年度 令和4年度-平成30年度

実態調査結果から放置艇隻数の推移をみると、同県内の水域間で放置艇が大幅に増減
するケースがある。

放置艇の増減理由は、様々想定されるが、管理者による聞き取りによると、対策の厳しい
水域から緩い水域への移動が起こっているのではないかとの指摘がある。

湾域などでは都道府県を跨ぐ移動に対しても危惧する管理者が存在する。

❻各水域の管理者が連携した放置艇対策の実効性の確保

（出典）平成30年度、令和4年度プレジャーボート全国実態調査結果

（出典）Google Mapに加筆

（出典）平成30年度、令和4年度プレジャーボート全国実態調査結果
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（参考）港湾区域における地域別放置艇対策の結果の推移

放置艇数、放置艇率ともに大きな都道府県において、平成２６年調査より、放置艇数、放
置艇率ともに大きく下げた都道府県として、大分県と宮城県が挙げられる。

広島県は放置艇数を2,000隻、愛媛県も1,000隻近く減らすものの、放置艇率は50％を超
え、依然高い値となっている。

対策の効果は表れているが、地域毎に対策の進展に差が生じていることが分かる。
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放
置
艇
率

放置艇隻数

令和4年度結果 平成26年度結果

←赤枠は次ページ

（出典）平成26年度、令和4年度プレジャーボート全国実態調査結果
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（参考）港湾区域における地域別放置艇対策の結果の推移

令和4年度結果 平成26年度結果

放置艇数が少なく、放置艇率が低い都道府県でも、ほとんどが放置艇数、放置艇率は減
少しているが、一部に、放置艇数、放置艇率の一方又は両方が増加している都道府県も
みられる。

放置艇数が1,000隻を超え、放置艇率が3割を超える県は、山口、千葉、長崎の3県である。

放
置
艇
率

放置艇隻数 （出典）平成26年度、令和4年度プレジャーボート全国実態調査結果


